　加美老人保健施設介護保険施設サービス利用約款

（約款の目的）

第１条　加美老人保健施設（以下「当施設」という。）は、要介護状態と認定された利用者（以下「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保険施設サービスを提供する。一方、利用者又は身元を保証する者（以下「身元引受人（保証人）」という。）又は利用を保証する者（以下「連帯保証人」という。）は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。

（適用期間）

第２条　本約款は、利用者が加美老人保健施設利用同意書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、身元引受人（保証人）及び連帯保証人に変更のあった場合は、新たに同意を得ることとします。

２　利用者は、前項に定める事項の他、本約款の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。

（身元引受人（保証人）及び連帯保証人）
第３条　利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人（保証人）及び連帯保証人を立てます。
（１）行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。）であること。
（２）弁済をする資力を有すること。
２　身元引受人（保証人）及び連帯保証人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を利用契約書の記名押印欄に記載する極度額の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。
３　身元引受人（保証人）は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
（１）利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力すること。
（２）入所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死亡した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引受人（保証人）と別に祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。
４　身元引受人（保証人）が第１項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人（保証人）に対し、その身元引受人（保証人）に代わる新たな身元引受人（保証人）を立てることを求めることができます。又、身元引受人（保証人）が欠けた場合は、速やかに当施設へ報告し、新たな身元引受人（保証人）を立てていただきます。
新たな身元引受人（保証人）を立てていただくまでの期間（10日間を目安とする）は連帯保証人をもって身元引受人（保証人）とします。
５　身元引受人（保証人）又は連帯保証人の請求があったときは、当施設は身元引受人（保証人）又は連帯保証人に対し、当施設に対する利用料金の未払い及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
６　利用者において第１項で定める連帯保証人を特別な事情で立てられない場合は、当施設が認めた場合に限り、身元引受人（保証人）が連帯保証人を兼ねることができます。
（利用者からの解除）

第４条　介護保健施設サービスの利用者及び身元引受人（保証人）は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、本契約に基づく介護保健施設サービス利用を解除・終了することができます。

（当施設からの解除）

第５条　当施設は、利用者及び身元引受人（保証人）に対し、次に掲げる場合は、本契約に基く介護保健施設サービス利用を解除・終了することができます。

（１）利用者が要介護認定において、自立又は要支援１・要支援２・要支援（経過的要介護）と認定された場合

（２）介護保健施設サービス利用者は当施設において、定期的に実施される入所継続検討会議において、退所して居宅において生活できると判断された場合

（３）利用者及び身元引受人（保証人）又は連帯保証人が本約款に定める利用料金を２ヶ月以上滞納し、その支払いを督促したにも関わらず１０日間以内に支払われない場合

（４）利用者の病状、心身状態等著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サービスの提供を越えると判断された場合

（５）利用者またはその関係者による当施設への過剰な要求、ハラスメント等が認められ、当施設から改めるよう求めたにもかかわらず改善がみられなかったとき
（６）利用者と当施設の信頼関係が損なわれ、当施設による円滑なサービスの提供が困難となったとき
（７）天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることが出来ない場合

（利用料金）

第６条　利用者及び身元引受人（保証人）又は連帯保証人は連帯して当施設に対し、本約款に基づく介護保健施設サービスの対価として、重要事項説明の際の重要事項説明書の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計金額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は利用者の経済状態等に変動があった場合、及び法改正等に伴い利用料金が変更となった場合、上記利用料金を変更することがあります。
２　当施設は、利用者及び身元引受人（保証人）又は連帯保証人が指定する送付先に対し、前月料金の合計金額の請求書及び明細書を毎月１５日までに送付し、利用者、身元引受人（保証人）及び連帯保証人は連帯して当施設に対し、当該合計金額をその月の２５日までに支払うものとします。なお、支払方法は当施設指定金融機関からの口座引落としとします。ただし、やむを得ない事由と認められる場合は、双方合意した方法による支払方法とします。
３　当施設は、利用者及び身元引受人（保証人）又は連帯保証人から、第１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者及び身元引受人（保証人）又は連帯保証人に対して領収書を発行します。
（秘密の保持）

第７条　当施設とその職員は、業務上知り得た利用者及び身元引受人（保証人）又は連帯保証人若しくはその家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号についての情報提供については、当施設は利用者及び身元引受人（保証人）から予め同意を得たうえで行うこととします。

（１）介護保険サービスの利用のため市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保険事業者等への情報提供、或いは適切な在宅療養及び利用者に医療上緊急の必要性がある場合に医療機関等への療養情報の提供

（２）介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この場合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。
２　前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。

（個人情報の取り扱い）

第８条　利用者の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用い
る場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、誠実に対応します。

　なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。
２　利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間は契約期間とします。
（介護サービス記録）

第９条　当施設は、利用者の介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後５年間は保管します。

２　当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には原則としてこれに応じます。但し、身元引受人（保証人）及び連帯保証人その他の者（利用者の代理人を含む。）に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。

（事故発生時の対応）

第10条　当施設は、利用者に対する介護保健施設サービスの提供中に事故が発生した場合は、
速やかに関係市町村、身元引受人（保証人）又は連帯保証人等に連絡するとともに事故内容についての記録を行い、事故発生に至った原因を検証し、さらに専門委員会による分析を行い、再発防止策を講じます。

（感染症発生時の対応）

第11条　当施設は、感染対策マニュアルを整備し、日常のケアにかかる感染対策を実施いたします。利用者に対する介護保健施設サービスの提供中に感染症又は食中毒等が発生した場合は、速やかに保健所、関係市町村、身元引受人（保証人）又は連帯保証人等に連絡するとともに発生内容についての記録を行い、まん延防止に努めます。また、発生に至った原因を検証し、さらに専門委員会による分析を行い、再発防止策を講じます。

（急変時の対応）

第12条　当施設は、利用者に対し施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。

２　前項の他、介護保健施設サービス利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は利用者及び身元引受人（保証人）又は連帯保証人が指定する者に対し緊急に連絡します。

（身体の拘束等）

第13条　当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害のおそれがある等やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。

（褥瘡発生防止の対策）

第14条　当施設は利用者について褥瘡発生リスクについて定期的に評価し、「介護」「看護及び医学的管理の下における介護」の規程に基づき、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行います。また、発生時には速やかな処置を行い、状態軽快に万全を期します。

さらに専門委員会による褥瘡防止に努めます。

（賠償責任）

第15条　介護保健施設サービスの提供に伴って、当施設の責に帰すべき事由よって利用者が損害を被った場合、当施設は利用者に対して、損害を賠償するものとします。

２　利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元引受人（保証人）又は連帯保証人は連帯して当施設に対して、その損害を賠償するものとします。

(賠償責任を免れる場合)
第16条　当施設は、著しい過失の無い、自宅においても起こる可能性のある事故(暮らしの中で何方でも常に抱えるリスク)及び以下の各号に該当する場合については損害賠償責任を免れます。
（１）自宅においても起こる可能性のある事故とは誤嚥による窒息、転倒・転落による外傷、骨折、頭蓋内出血等があり、死に至る場合もあります。また、認知症を伴っている方の事故では、異食等による窒息、暴力や徘徊による外傷や内出血等の場合となります。
（２）利用者及び身元引受人(保証人)又は連帯保証人が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は、不実の告知を行なったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
（３）利用者及び身元引受人(保証人)又は連帯保証人が、利用者へのサービス実施にあたって必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、又は、不実の告知を行なったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

（４）利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
（５）利用者及び身元引受人(保証人)又は連帯保証人が、当施設もしくはサービス従業者の指示・依頼に反して行なった行為にもっぱら起因して損害が発生した場合

（要望又は苦情等の申し出）

第17条　利用者及び身元引受人（保証人）又は連帯保証人は、当施設の提供する介護保健
施設サービスに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は備え付けの用紙、施設長宛の文書で受付等に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。

（利用者代理人）

第18条　利用者は、自らの判断による本契約に定める権利の行使と義務の履行に支障を生じるときは、あらかじめ選任した代理人をもって行なわせることができます。
（裁判管轄）

第19条　この契約に関する紛争の訴えは、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
（利用契約に定めのない事項）

第20条　この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者及び身元引受人（保証人）又は連帯保証人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。
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